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序     文 

 

 アルジェリア民主人民共和国に対する専門家派遣は、治安情勢の悪化により 1994年以降中断さ

れていましたが、2004年 1月に専門家派遣の再開第 1号として派遣された環境汚染分野短期専門

家により、アルジェ県の工業地帯を流れるエルハラシュ川に水銀等の重金属汚染があることが確

認され、環境モニタリングの重要性が改めて認識されることとなりました。 

 アルジェリア民主人民共和国における環境管理体制は、法律・基準の整備や政策の策定及び環

境関連機関の取りまとめを行う国土整備・環境・観光省（MATET）を中心に、実務機関としては

環境モニタリングの実施を担当する国立持続的開発・環境観測所（ONEDD）と工場等の汚染源に

対する立ち入り検査及び改善命令を行う県環境局からなりますが、いずれも組織体制・能力とも

脆弱であり、環境汚染の実態も十分把握されていない状況でした。 

 このような背景の下、独立行政法人国際協力機構（JICA）は 2005年 12月から 2008年 11月ま

での 3 年間、ONEDD のアルジェ中央地方研究所（CRL）を主たるカウンターパートとし環境モ

ニタリング能力向上を目的とした技術協力プロジェクト「環境モニタリングキャパシティ・ディ

ベロップメントプロジェクト」を実施しました。CRLは同プロジェクトを通じ、サンプリング技

術、有機化学、無機化学、微生物に係る基礎的な分析技術を習得し、2007年には ONEDDによる

分析値が工業排水に対する課徴金賦課の根拠となる旨定められるなど重要な役割を担いつつあり

ますが、分析精度管理やエルハラシュ川流域の汚染状況の把握、解析等についての能力向上が課

題となっています。 

 2008年 2月にMATET及びONEDDより環境汚染改善について専門家派遣の要請がなされ、2009

年 1月に技術協力プロジェクトとして採択されたため、JICAは 2009年 3月に吉田充夫国際協力

専門員を総括とする詳細計画策定調査団を派遣し、先方のニーズ、実施体制等を確認し、協力内

容についての協議を行いました。 

 本報告書は、本調査の調査・協議結果を取りまとめたものであり、今後の協力実施にあたって、

関係方面に広く活用されることを願うものです。 

 終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し深く謝意を表するとともに、引

き続き一層のご支援をお願いする次第です。 

 

 平成 21年 5月 

 

独立行政法人国際協力機構 

地球環境部長 中川 聞夫 
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第１章 詳細計画策定調査の概要 

 

１－１ 背 景 

１－１－１ 要請の背景 

 アルジェリア民主人民共和国（以下、「アルジェリア」と記す）における環境管理体制は、

1994 年の内戦勃発以来、有名無実の機能停止状態にあったが、2000 年以降情勢の鎮静化に伴

い次第に再建・再編が進み、現在に至っている。環境管理体制の中心となるのは、法律・基準

の整備や政策の策定、及び環境関連機関の取りまとめを行う国土整備・環境・観光省（MATET）

であり、その地方での実施機関である県環境局が、工場等の汚染源に対する立ち入り検査及び

改善命令や環境保全対策を行うことになっている。また、環境モニタリングの実施を担当する

機関として、国立持続的開発・環境観測所（ONEDD）が MATETの外郭機関として設置されて

いる。しかし、いずれの機関も再建・再編途上にあり組織体制・能力とも脆弱であり、わが国

がアルジェリアに対する援助再開を検討し企画調査を実施した 2003 年当時は、環境汚染の実

態も十分把握されていない状況にあった。 

 このような背景の下、2004 年 1 月に JICA 専門家派遣の再開第 1 号として MATET に派遣さ

れた環境汚染分野の短期専門家は、アルジェ（Alger）県の工業地帯を流れるエルハラシュ川

（OEH）に高濃度の水銀等重金属汚染を発見した。この緊急性の高い環境汚染問題に対し JICA

は 2005 年 4月まで延べ 3名の短期専門家を ONEDDに派遣し、OEH流域とアルジェ湾の水銀

等重金属汚染の概要を共同で調査分析し、かつ ONEDD アルジェ中央地方研究所（CRL）に水

銀等の基本的分析手法の技術指導（分析機材供与を含む）を行った。この結果は 2度の公開セ

ミナーや環境ジャーナルにおいて報告され、同国の新聞やテレビにより広く報道され、OEH流

域の水銀汚染は国民的な関心を引き起こし、公害・環境問題に対する公衆意識（Public 

Awareness）を啓発した。 

 以上の結果を契機として、同国における環境汚染の実態把握（モニタリング）能力の抜本的

強化とそれに基づく合理的な対策立案の必要性がMATETとONEDDに強く認識されるに至り、

このための支援要請を受け、JICAは 2005年 12月～2008年 11月までの 3年間、ONEDDをカ

ウンターパート（C/P）とし、環境モニタリングの包括的で基礎的な能力向上を目的とした技

術協力プロジェクト「環境モニタリングキャパシティ・ディベロップメントプロジェクト」を

実施した。ONEDD/CRL は同プロジェクトを通じ、サンプリング技術、有機化学、無機化学、

微生物に係る基礎的な分析技術の習得をほぼ達成し、同国における環境モニタリング機関とし

ての認知が進み、外部からの委託分析が増加し、2007年には ONEDDによる分析値が工業排水

に対する課徴金賦課の根拠となる旨政令で定められるなど同国唯一の公的環境モニタリング

機関として重要な役割を期待されるに至った。 

 しかし、事実上ゼロから出発したということもあり、まだ達成度は基礎的なレベルにとど

まっていることも事実である。そのため、現在ではラボが信頼できるデータを恒常的に提供す

るためのラボ管理や分析精度管理システム導入や、より複雑で高次の分析技術〔ガスクロマト

グラフ質量分析器（GCMS）、フーリエ変換赤外分光光度計（FTIR）などの有機化学分析機材を

活用した高度分析〕、分析結果の総合解析、そして解析結果に基づく環境汚染改善策策定等に

ついての能力向上が、ONEDDの新たな課題となってきている。また、上記プロジェクトでは、

CRLの基礎的な能力強化が達成されたが、ONEDDには CRLのほか 2つの地方研究所〔オラン



 

- 2 - 

（Oran）、コンスタンティーヌ（Constantine）〕や複数の観測所からなる全国環境モニタリング

網が構築されつつあり、CRLは先進研究所としてこれら他の研究所・観測所に獲得した知識や

技術を波及させ、技術的なサポートをすることが期待されてもいる。 

 こうした課題に対処するために、2008年 2月に MATET及び ONEDDよりわが国に対し JICA

専門家派遣の要請がなされ、2009年 1月に技術協力プロジェクトとして採択が決定されたため、

今般詳細計画策定調査を実施することとなった。 

 

１－１－２ 要請内容 

 付属資料 4、5のとおり。 

 

１－２ 調査目的 

（１）プロジェクト実施に向けて、前プロジェクトの終了時に提言された事項への対処状況や移

転技術の定着状況を調査する。 

（２）アルジェリア側関係機関（要請元の MATET及び ONEDD）がめざす環境管理分野の方向

性、現地のニーズを確認し、プロジェクトの内容検討のために必要な情報を収集する。 

（３）問題分析ワークショップ等の実施により、プロジェクト関係機関の役割分担及びキャパシ

ティを確認する。 

（４）アルジェリア側関係機関とプロジェクトの枠組み、プロジェクト･デザイン･マトリックス

（PDM）、実行計画（PO）、実施体制、負担事項等について協議し、合意事項について協議議

事録（M/M）に署名する。 

 

１－３ 調査団員構成 

（１）総 括  

 JICA国際協力専門員 吉田充夫 

（２）協力企画  

 JICA地球環境部 第二グループ 環境管理第二課 田村えり子 

 

１－４ 調査日程 

 2009年 3月 8日（日）～20日（金） 

日 程 活 動 

3/8（日） 11：00 成田発→15：45パリ着（JL405） 

3/9（月） 9：40 パリ発→11：55アルジェ着（AF1954） 

八幡専門家との打合せ 

3/10（火） AM 外務省表敬、MATET次官表敬 

PM  MATET、ONEDD、アルジェ、ブリダ県環境局（DEWA、DEWB）とのキッ

クオフミーティング 

3/11（水） AM MATET、ONEDD、DEWA、DEWBとの協議 

PM CRLでの協議 

3/12（木） 日本大使館表敬 
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3/13（金） OEH視察 

3/14（土） AM DEWB訪問、ブリダ（Blida）県の汚染源（採石場、洗剤工場他）視察 

PM DEWA訪問 

3/15（日） ONEDDにてプロジェクト実施案の協議 

3/16（月） CRLでの協議、大使による CRL訪問 

3/17（火） ドイツ技術協力公社（GTZ）との打合せ 

ONEDDにてプロジェクト実施案の協議 

3/18（水） M/M署名、日本大使館報告 

19：55アルジェ発→22：20パリ着（AF2355） 

3/19（木） 18：05パリ発（JL406）  

3/20（金） 14：00成田着 
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第２章 アルジェリアにおける環境管理分野（水質汚濁関連中心）の概況 

 

 アルジェリアにおける環境管理分野の現況は、『アルジェリア民主人民共和国環境キャパシ

ティ・ディベロップメントプロジェクト形成調査団報告書』（JICA、2006 年）に詳しく記述があ

るため、本章は、主に 2006年 6月以降の主要な変化を中心に記載する。 

 

２－１ 基本方針、基本計画1
 

 国土整備・環境・観光省（MATET）が EUドイツ技術協力公社（GTZ）との協力の下で取りま

とめた「環境の現況と将来に関する報告書 2000 年版（Rapport National sur l’état et l’avenir de 

l’Environnement, le RNE2000）」に基づき 2010年までの「国家環境戦略（SNE）」を策定している。 

 2002年１月には、EUと世界銀行の Mediterranean Environmental Technology Assistance Programme

（METAP）、GTZ の支援により、上記の「SNE」を具体化するための中期計画「持続的開発のた

めの国家環境行動計画（NAPE-SD）」が策定された。 

 その後今日に至るまで、MATETほか関係機関による、環境管理事業はこのNAPE-SDに基づき、

プログラム単位で実施されている。 

 なお、環境の現況と将来に関する報告書（RNE）は定期的（2、3年に 1回の割合）に改訂され

る環境白書に相当し、SNE及びNAPE-SDの見直しを含む環境全体の現況把握を目的としている。

第 1号（2000年）は環境問題への意識を啓発することを目的としており、第 2号は法制度に焦点

をあてており、第 3号は国立持続的開発・環境観測所（ONEDD）による水質管理、モニタリング

についても記載されている。当初の 1～3号は GTZが支援を行っており GTZのロゴを入れていた

が、今はアルジェリア側に任せており、第 4、5号にはかかわっていない。このためか 2005年版

が最新号となっており、ONEDDによれば 2007年版はまだ編集中とのことである。 

 

２－２ 法制度 

２－２－１ 環境関連法2  

（１）概 要 

 『アルジェリア民主人民共和国環境キャパシティ・ディベロップメントプロジェクト形

成調査団報告書』の「2.1 環境関連法の整備状況」に記載されている下記の環境関連法に

加え、2006年にひとつの施行令が制定された。 

 

・持続的開発における環境保護に関する法律（2003年 7月 19日 第 03-10号） 

・廃棄物管理・抑制・減量に関する法律（2001年 12月 12日 第 01-19号） 

・持続的開発における再生可能エネルギー利用促進に関する法律（2004 年 8 月 14 日 第

04-09号） 

・沿岸保護・活用に関する法律（2002年 2月 5日 第 02-02号） 

・持続的開発における山岳地域保護に関する法律（2004年 6月 23日 第 04-03号） 

・国土整備・持続的開発に関する法律（2001年 12月 12日 第 01-20号） 

                             
1 「アルジェリア民主人民共和国環境キャパシティ・ディベロップメントプロジェクト形成調査団報告書」（JICA、2006年） 
2 http://www.matet.dz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=98&Itemid=152 （Ministre de l’Aménagement du 

Territoire, de l’Environnement et du Tourisme ウェブサイト） 
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・新市街地造成・整備における規制に関する法律（2002年 5月 8日 第 02-08号） 

・持続的開発における大災害防止・管理に関する法律（2004年 12月 25日 第 04-20号） 

 

（２）「都市開発の方向性に係る施行令 第 06-06号」（2006年 2月 20制定） 

 「都市開発の方向性に係る施行令 第 06-06号」は以下の 6章により構成されている。 

 

「都市開発の方向性に係る施行令 第 06-06号」の構成 

第 1章 一般原則 

第 2章 定義と分類 

第 3章 枠組みと目的 

第 4章 主体と権限 

第 5章 手法と機関 

第 6章 最終条項 

 

 上記「都市開発の方向性に係る施行令 第 06-06 号」のうち、水環境や水質モニタリン

グに関連する部分は以下のとおりである。 

 

１）第 3章「枠組みと目的」  

・第 6条「主に以下の分野に関して、都市政策の目標を定め、法を調和させる」 

－環境の保全（ほか 9つの事項と並列され記載） 

・第 8条「持続可能な開発と都市経済の発展は以下を目的とする」 

－自然環境と文化の保全 

－合理的な自然資源の開発 

２）第 5章「手法と機関」第 2節「計画策定手段とセクターごとの開発方向性」 

・第 20条「ダイアローグの枠組みと調整」は、下記の事項に配慮した、都市計画の策定

手段とセクターごとの開発方向性を確認するために、設定された。 

－環境と文化遺産の保全 

－水（ほか 4つの事項と並列され記載） 

 

２－２－２ 政府令（Executive Decree）3 

 2006年 6月以降に制定された主要な政府令は以下の 3件である。 

（１）2006年 7月 4日：「政令第 2006－237号 政令第 98-147号（第３条 特別事態におけ

る手続きについて）の修正・補足として、特例第 302 -065（環境と汚染低減のための国家

基金）運営のための手続き手法」 

 

 政令第 98-147号、第 3条に関して、以下のとおり修正・補足された。 

                             
3 http://www.matet.dz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=99&Itemid=152 （Ministre de l’Aménagement du Territoire, 

de l’Environement et du Tourisme ウェブサイト） 
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１）収入関連 

 「－表流水、地下水、大気中に排出された危険化学物質により生じた偶発的な汚染に

対処するための出費の補償」 

２）支出関連 

 「海洋汚染を除き、偶発的な汚染の発生において、緊急介入に関する出費」 

 

（２）2006年 10月 19日：「政令第 2006－362 政令第 96-59号 環境に係る一般監査の機能

における拠点の整理の修正補足」 

 地方監査を行う環境局の名称、管轄が以下のとおり定められた。 

 

名 称 本 部 管轄県 

Oran Oran Oran, Mostaganem, Aïn Témouchent, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, 

Mascara, Saïda, Relizane, Tiaret. 

Bechar Bechar Béchar, Adrar, Tindouf, Naâma, El Bayadh. 

Alger Blida Alger, Blida, Tipaza, Boumerdès, Tizi-Ouzou, Chlef, Aïn Defla, 

Médéa, Tissemsilt, Djelfa, Béjaïa, Bouira, M'Sila. 

Ouargla Ouargla Ouargla, Biskra, El Oued, Illizi, Laghouat, Ghardaïa, Tamenghasset. 

Annaba Annaba Annaba, Skikda, El Tarf, Guelma, Souk-Ahras, Tébessa, Jijel, 

Constantine, Mila, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela, Sétif, Bordj 

Bou Arréridj. 

 

（３）2006 年 5 月 31 日：「政令付第 2006－198 号 環境保全のための特定組織の規制適応定

義（「特定施設」と「特定組織」の定義に関する政令）」 

 環境管理の規制を受ける「特定施設」「特定組織」の定義及び、承認者が定められた。 

１）用語の定義 

・「特定施設（instrallation classee）」とは、法規制で定められている分類リスト（「環境保

全のための特定施設分類表」）に掲載されている活動を行うすべての固定的技術施設

を意味する。 

・「特定組織(etablissements classe)」とは、1つ、若しくはそれ以上の施設を伴う業務実施

エリア全体を意味し、施設の運営を行う個人、若しくは、その事業団が責任をもつ。 

２）承認者 

 「特定組織」は以下 4つのカテゴリーに分類される。「環境保全のための特定施設分類

表」に記載のある活動を行う組織は、その活動内容に応じて当該機関より承認を得る必

要がある。 

・第 1カテゴリー：政府の承認が必要な施設を最低 1つもつ組織。 

・第 2カテゴリー：県（wilaya）の地方当局の承認が必要な施設を最低 1つもつ組織。 

・第 3カテゴリー：地方人民審議会委員長（président de l'assemblée populaire communale 

territorialement compétent）の承認が必要な施設を最低 1つもつ組織。 

・第 4カテゴリー：地方人民審議会委員長による法規体制に従う施設を最低 1つもつ組織。 
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（４）2007年 5月 19日：「政令第 2007－144号 環境保全のための特定施設分類表の改定」 

 環境保全のための特定施設分類表（「法令第 03－10号 23条」 2003年 7月 19日策定）

では、施設にて行われる活動内容に対し細かい分類がされており、「指定活動」がリスト

化されている。さらに、各指定活動の項目に対して、「承認機関」「影響範囲」「影響評価

の要・不要」「危険評価の要・不要」「影響の事前通告の要・不要」。「危険物取り扱い報告

書の要・不要」が示されている。 

 リストには、物質（化学物質と生産過程で発生する化合物）、調合液（2つ若しくはそれ

以上の物質の溶解又は混合によって生じる）、危険分類の定義がある。 

 危険分類は、「強い毒性」「毒性」「引火性」「燃焼性」「爆発性」「腐食性」「可燃性」に

分かれており、それぞれの危険分類に対しての定義が示されている。 

 以下は、「強い毒性」「毒性」「燃焼性」の定義である。 

１）強い毒性：吸入、消化、皮膚からの浸透により、ごく少量でも致死する、若しくは急

性や慢性の疾患を引き起こす物質や調合液。 

２）毒性：吸入、消化、皮膚からの浸透により、少量でも致死する、若しくは急性や慢性

の疾患を引き起こす物質や調合液。 

３）燃焼性：引火性の他の物質を含む、他物質と接触することにより、強い燃焼性をもつ

物質や調合液。 

 

（５）2007年 5月 19日：政令第 2007－145号「政令第 07-145号」「環境影響評価（Potential 

Impact Study on Environment）の適用範囲、内容と承認規約を決定」 

 プロジェクトの規模に基づき、環境への影響評価を実施することが示され、その報告項

目や手続きの手順、公的調査の実施、影響評価の承認について詳細に記され、環境影響評

価を実施する必要があるプロジェクトのリストが記されている。 

 

（６）2007 年 9 月 27 日：政令第 2007－300 号「政令第 07-300 号」「産業廃水に関する補足

税（排出課徴金）の詳細規定」 

 ONEDDによる分析値が工業排水に対する課徴金賦課の根拠となる旨定められた。なお、

「政令 07－299号」では、産業起源の大気汚染について、同様の規制が定められている。 

 

産業廃水に関する補足税の適用方法を設定する政令第 07－300号 

 

2007年 10月 7日付の官報 

 

2007年 9月 27日に相当する 1478年 Ramadhan月 15日付の産業廃水に関する補足税の適

用方法を設定する政令第 07－300号 

 

第 1条 

前掲した 2002年 12月 24日に相応する 1423年 Chaoual月 20日付の法律第 02－11号の第

205 条の規定を適用し、産業廃水に関する補足税の適用方法を設定することを目的とす
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る。 

 

第 2条 

産業廃水に関する補足税は、前掲した 2006年 4月 19日に相当する 1427年 Rabie El Aouel

月 20日付の政令第 06－141号の規定により設定された限界値を超えて排出された量に関

係する。 

 

第 3条 

乗数倍係数の配分は次の形とする。 

• 10〜20％超える汚染量の限界値：係数 1 

• 21〜40％超える汚染量の限界値：係数 2 

• 41〜60％超える汚染量の限界値：係数 3 

• 61〜80％超える汚染量の限界値：係数 4 

• 81〜100％超える汚染量の限界値：係数 5 

 

第 4条 

適用される乗数倍係数を設定するために排出汚染量の特定は、「ONEDD」により実施され

る産業廃水の排出物分析を基礎として行われるものとする。 

 

それぞれの特定施設に適用される乗数倍係数は、関係する県（Wilaya）の環境部局により、

Wilayaの様々な租税の収入吏に通知される。 

 

第 5条 

本政令はアルジェリア民主人民共和国の官報にて公布される。 

 

2007年 9月 27日に相当する 1478年 Ramadhan月 15日、アルジェにて 

 

 

（７）その他 

 2007年 7月に実施した「アルジェリア環境モニタリング・キャパシティディベロップメ

ントプロジェクト」の直営専門家によるセミナーを受け、土壌環境基準のドラフトが開始

されており、2008年 4月に再度直営専門家が派遣された際に、ドラフトに対する助言を行っ

た。 
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２－３ 環境行政の組織体制4
 

 MATET がアルジェリアにおける環境管理体制の中心となっており、法律・基準の整備や政策

の策定、及び環境関連機関の取りまとめを行っている。 

 その地方での実施機関である県環境局が、工場等の汚染源に対する立ち入り検査及び改善命令

や環境保全対策を行うことになっている。また、環境モニタリングの実施を担当する機関として、

ONEDDが MATETの外郭機関として設置されている。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

２－３－１ 国土整備・環境・観光省（MATET） 

 2000年に設立された国土整備・環境省（MATE）は、2007年の大統領令（Executive decree n°

07/351 du 13.11.2007）により、観光セクターも所掌することになり、MATET5となった。調査団

の聞き取りによると、MATET全体で 1,600名、環境部門（本省）で 350名の職員がおり、2009

年度の予算は 70億ディナールであるとのことである。 

 最新の組織図は以下のとおりである。 

                             
4 詳細は 「アルジェリア民主人民共和国環境キャパシティ・ディベロップメントプロジェクト形成調査団報告書」（JICA、2006

年）参照。 
5 http://www.matet.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=114（Ministre de l’Aménagement du Territoire, de 

l’Environement et du Tourisme ウェブサイト） 

一般環境 

モニタリング 

排水 

モニタリング

査察・立ち入り検査 

（インスペクション） 

・施設の確認 

・操業状態の確認 

・その他環境関連 

法制度による規制事項 

の遵守状況確認 

規制・執行 

（エンフォースメント） 

・ 工場への指導 ・排水課徴金の徴収 

・ 改善命令 ・閉鎖勧告  等 

ONEDD 

分 析 

総合解析 

県環境局 

県環境局 

政策、公
害対策計
画立案 

法制度整備 
公害対策 

実施 

意識啓発 

MATET MATET 

県環境局 

MATET 汚染者 

規制執行 

行政指導 

MATET 

県環境局 
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２－３－２ 国立持続的開発・環境観測所（ONEDD）  

 ONEDDは、2002年 4月 3日に設立された。「環境モニタリングキャパシティ・ディベロップ

メントプロジェクト」（2005 年 12 月～2008 年 11 月）の実施機関であり、以下の活動を実施

している。 

- 環境モニタリングネットワークの構築と運営 

- 環境汚染物質のデータ分析と解析、データ管理 

- 政府機関、専門機関からの、環境と持続可能な開発に関連したデータやリンク情報の収集、

環境に関連した出版と情報提供 

- 政策決定の支援（国家レベルの環境に関する報告、研究論文の作成・広報等） 

- 環境アセスメントのシステム構築と技術力向上（指標、目標の質的向上） 

- 情報普及による、環境・資源に関する知識の向上（研究、調査） 

- 国家、地域、国際パートナーシップのプログラム推進 

 

 環境モニタリング関連では、一般環境モニタリング、排水モニタリング、モニタリング結果

の分析、総合解析等を担当している。一般環境モニタリングは基本的に ONEDDの各研究所が

主管し、排水モニタリングは工場への立ち入り権限を有する県環境局と合同で実施している。 

 MATET 傘下には ONEDD を含む 7 機関があり、等しく 200 万ディナールの予算を受け取っ

ているが、ONEDD は地方に多くの研究所、観測所を有しており、予算が不十分であるとの認

識をもっている。そのため、民間からの委託分析料金収入を重視している。予算管理は ONEDD

本部の役割であり、アルジェ中央地方研究所（CRL）ほか、地方研究所に権限委譲する考えは

ない。 

 ONEDD には 150 名の技術者がいる。国内の他の都市には工業化学学科があるがアルジェ市

内にはないため採用時に苦労している。これまで管理部門の職員を雇用しても管理できる状況

ではないと考えており技術者の採用を優先してきたが、今後は管理面の強化も図りたいとの意

向である6。 

 ONEDDによるモニタリングプログラムは、産業排水、大気汚染、水浴場（bathing water）を

対象としている。廃水と大気汚染については 41県（wilaya）、水浴場は 14県でモニタリングが

実施されている。産業廃水については、食品産業 48社、エネルギー産業 26社、機械工業 5社、

金属加工業 17社、非鉄産業 17社、繊維産業 13社、製革産業 8社、その他 56社の計 190社の

工場がモニタリングの対象となっており、業種ごとにパラメータが定められている。水浴場の

水質モニタリングは、83 の海岸を対象としている。また、地方研究所がアルジェにある CRL、

オラン、コンスタンティーヌの 3 ヵ所に、観測所がアンナバ（Annaba）、スキクダ（Skikda）、

ボルジ・ブ・アレリジ（Bordj Bou Arreridj）、アイン・デフラ（Ain Defla）、モスタガネム

（Mostaganem）に設置されている。また、業務の実施にあたり、ONEDD は人的、物的資源の

調達のため、LMT（Laboratoire Mediterraneen de Toxicologie）、Cabinet de Consulting et de Services

（CCS）Sante et Environmentと契約を結んでいる7。 

                             
6 アルジェリア環境モニタリングキャパシティ・ディベロップメントプロジェクト終了時評価団が行った ONEDD Slimani所
長に対するインタビュー。 

7 ONEDD Programme de surveillance environnementale: Evaluation Financiere. 
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（１）CRL 

 「環境モニタリングキャパシティ・ディベロップメントプロジェクト」では、ONEDD

のなかでも特に CRLの能力強化を重点的に行った。CRL内のカウンターパート（C/P）と

してはプロジェクト開始時の 7 名から 14 名に増員され、ラボ長代行の任命や課の設置が

行われた（精度管理についてはラボ長代行が担当）。 

 

ラボ長代行

データベース
管理 サンプリング一般項目無機化学分析有機化学分析微生物分析

精度管理

 

 

 また、排水モニタリングについては、排水基準に基づき以下のとおり取り組みを強化し

ており、効果をあげてきている。 

 

時 期 2004年以前 2005年 2006～2008年（プロジェクト実施期間） 

状 況 モニタリン

グはほとん

ど実施され

ず。 

JICA 個別専門家の指

導で初めて CRL と県

環境局による工場排

水調査を実施。対象

17 工場の過半数が基

準超過。 

CRL及びアルジェ県環境局（DEWA）によ

る排水モニタリング開始。約 50 工場の大

半が基準超過。 

効 果  MATET による指導開

始（フォーラム開催

等）。 

MATET による排水課徴金制度の導入、

ONEDDの公定機関化。 

CRL に対する分析依頼の急増〔サンプル

数：103（2005年）→768（2007年）、顧客

数：5（2005 年）→41（2007 年）（査察、

エンフォースメントを恐れるがゆえのイ

ンパクト）〕 
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（２）他の地方研究所、観測所 

 ONEDD は環境モニタリングネットワークを国内に展開する計画をもっており、CRL の

ほか、オラン、コンスタンティーヌの 2 ヵ所に地方研究所のほか、アンナバ、スキクダ、

ボルジ・ブ・アレリジ、アイン・デフラ、モスタガネムの 5ヵ所に観測所を設置済みであ

る。サイダ（Saida）、ガルダイア（Ghardaia）、テベッサ（Tebessa）、ジェルファ（Djelfa)

の 4 ヵ所では観測諸施設を建設済みであり開設準備を行っているところであり、その他

10ヵ所で観測諸施設を建設中である8。2013年までに全県（48県）に観測所を設置したい

意向である。 

 既に ONEDD本部の指示により CRLからオラン、コンスタンティーヌ地方研究所、アン

ナバ、スキクダ、ボルジ・ブ・アレリジ等に対し技術支援が行われているが、モニタリン

グネットワークの拡大に対して、技術的な支援を行う能力が ONEDDにはまだないとの認

識である9。2地方研究所（オラン、コンスタンティーヌ）、4観測所（アンナバ、スキクダ、

ボルジ・ブ・アレリジ、アイン・デフラ）の所有機材一覧については付属資料 9参照。 

 コンスタンティーヌ地方研究所は、2004年 11月竣工、2005年 9月ブーテフリカ大統領

来所により正式に開所し、2006年より 4名の職員により業務を開始した。現在は所長、次

長のほか 6 名の研究員で重金属を含む 30 以上の項目を分析しているが、いまだ外注を受

ける水準には至っていない。コンスタンティーヌ近郊を流れるルーメル（Rhumel）川の汚

染源としては 4つの工業団地がある10。 

 地方研究所は、サンプリングと施設維持管理の 2 つを主要な任務としており、下記の 8

項目について担当を配置することとしている。 

・サンプリング     ・水 

・土壌、ゴミ      ・大気・ガス・騒音 

・生物、微生物     ・観測ネットワーク 

・総合研究       ・事務・ロジスティックサービス 

 観測所については、サンプリング、分析、事務・ロジスティックサービスの 3つを主要

な任務としている11。 

 

ONEDD 地方研究所及び観測所の職員数（2009年）12 

組 織 役員 幹部 技師 助手 合計 

事務局 02 16 03 02 24 

Alger 01 10 01 02 14 

Oran 01 04 02 08 15 

地方研究所 

Constantine 01 07 / 11 19 

                             
8 ONEDD Situation du reseau de surveillance deｌ’ONEDD 
9 アルジェリア環境モニタリングキャパシティ・ディベロップメントプロジェクト終了時評価団が行った ONEDD Slimani所
長に対するインタビュー（2008年 10月）。 

10 八幡暁彦援助調整専門家によるコンスタンティーヌ地方研究所 HANDI Amar所長、CHOUDAR Amine次長に対するインタ
ビュー（2009年 2月）。 

11 Organization de l’ONEDD 
12 ONEDD提供資料及びアルジェリア環境モニタリングキャパシティ・ディベロップメントプロジェクト完了報告書を基に作
成。 
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Annaba / 06 / 04 10 

Skikda / 01 01 / 02 

Bordj Bou Arreridj / 04 01 02 07 

Ain Defla / 05 / 04 09 

Mostaganem / 04 / 04 08 

観測所 

Saida / 03 01 03 07 

Alger 02 01 / / 03 Samasafia 

ネットワーク Annaba / 02 / / 02 

合 計 07 63 09 41 120 

 

２－３－３ 県環境局  

 県環境局は、査察・立ち入り検査（インスペクション）及び、規制・執行（エンフォースメ

ント）を主要業務としている。インスペクションとしては、排水モニタリングのほか、施設の

操業状態、その他環境関連法制度による規制事項の遵守状況等の確認を行っている。また、エ

ンフォースメントとしては、工場への指導、排水課徴金の徴収、改善命令、閉鎖勧告等のアク

ションをとっている。 

 

（１）DEWA 

１）組 織 

 全職員数 63名。うち 25名がエンジニア。詳細計画策定調査前にインスペクターは申

告制とする旨制度変更が行われているが、旧制度によるインスペクターは 8名。 

 プロジェクトに対しては、2 名協力可能。求めに応じ、PCB管理担当の 2 名等、追加

も可能であるとのこと。 

２）活 動 

 月 40ヵ所程度査察を行っている。 

 DEWA所管の工場数は約 450あり、セクター別に工場リストをもっており、食品、製

油所、発電所、機械、ペイント、薬品、皮革等が存在している。DEWAによると、半数

の企業とは良好な関係を保っているが、査察をした際に排水、工程等の情報（所定の様

式あり）を提出しない等、非協力的な企業も半数ある。排出課徴金の政令が制定されて

から状況は改善されているが、政令を認識していない企業もある。 

 工場に問題があった場合、問題を指摘し改善を促すが、改善がみられない場合、課徴

金を課すなり、県環境局から県知事に報告し県知事から工場に改善・閉鎖命令を出すと

いうプロセスになる。過去 6工場に対する閉鎖を提言したことがあり、一時的に閉鎖し

たこともある。いずれも CRLの排水モニタリングに基づくものではなく、環境管理上の

問題によるものである。なお、閉鎖の前に全体的な環境監査を行い問題の解決を試みた

うえで改善がみられない場合、閉鎖についての提言を知事に対して行うことになる。 

 CRLのデータに基づくものとしては、17事業所に対するモニタリング結果の説明とプ

ロポーザルを出して指導助言はしたが、閉鎖などの措置になったことはない。ONEDD

との間でモニタリングについての費用負担についての明確な合意がなされておらず、正
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式な形では分析結果を得られていないため、ONEDDとの協定の必要性を認識している。 

 PCB等特別廃棄物の管理、インパクト・スタディも実施している。 

 県レベルで企業も含めたハイレベルのモニタリング委員会が設置されている。 

３）その他 

 アルジェ県付近の操業中の下水処理施設は、バラキ（Baraki）（県内）とティパザ（Tipaza）

県の 2ヵ所ある 

 ティパザの下水処理施設（STEP）については ONA（下水道公社）が管理を行ってい

る。10 万㎥／日の処理が可能であり、51t の汚泥、1 ㎥の廃棄物が発生する。処理量の

増える夏期は 20万㎥の下水の処理が可能であり 81tの汚泥の発生が見込まれている13。 

 

（２）ブリダ県環境局（DEWB） 

１）ブリダ県の概要14
 

 面積 1,482km
2。県内に 10郡、25都市がある。マザフラン川、エルハラシュ川（OEH）

の 2流域がある。OEHの流域は県の半分を占め、2区画に分けられ、上流域は 387 km
2、

下流域は 847 km
2である。下流域内には 9都市が存在する。 

２）組 織 

 全員で 23名が勤務。旧制度の下でのインスペクターは DEWB内には 10名いる。ラボ

はもっておらず、CRLに分析依頼を出したことがある。 

３）活 動 

 県内に工場を含む事業所としては 2,000の登録がある。工場は 200程度ある。56工場

に関してはリスト化しており、23工場が環境、インパクト、危険物の監査を受けている。

33工場は市（あるいは郡）環境局から認可を得ておりインパクト、危険物の報告を行っ

ている。県内にはあらゆる種類の汚染があるが、主要な汚染源としてはセメント工場で

あると認識している。 

 面源汚染も確認している。県内では多くの農薬が使われており、地籍台帳（cadaster）

（どの土地にどのような農薬が使われているかを示す台帳）の作成を検討中である。 

４）その他 

 ブリダ県では下水処理施設は県内に 1ヵ所（OEHからは離れた場所に立地）あるが故

障中であり、排水は直接放流されている。DEWBによると 5年以内に県内で 2ヵ所整備

予定とのことである。 

 県内には 69のオープンダンプサイトがあるが、管理は行っていない。 

 

                             
13 2009年 3月 15日付新聞（El Watan紙）記事。 
14 DEWBからの聞き取り情報。 
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２－４ 水環境の問題 

２－４－１ エルハラシュ川（OEH）の環境問題15 

（１）OEHの概要 

１）位 置 

 首都アルジェの中心部とブリダ県の北部を蛇行 

２）流域面積 

 1,270km
2（南北に 51km、東西に 31km） 

３）流域の地理的特徴 

・Bildeenアトラス（英名：Blidean Atlas）、Mitidja平野、Sahel Akka wadiと Mekka wadi

が合流 

・6本の支流（Djemaâ wadi、wadi Baba Ali、Terrou wadi、Kerma wadi、Smar wadi、Ouchaïh wadi）

がある。 

 

（２）汚染源 

１）産業廃水16
 

 流域に 7の工業地帯（エルハラシュ、スマール、コンスタンティーヌ浅瀬、ダルエル

ベイダ、ババアリ、ビルカデム、バラキ）があり、48の工場が操業している。48の工場

のうち 13の工場から重金属、強酸、有機物等の汚染物質が大量に放流されている。 

 特に、上流のババアリ工業地帯にある製紙工場（CELAP）は、「持続的開発のための

国家環境行動計画（PNAE-DD）」において 3 大環境汚染源のひとつとしてあげられてい

る。 

 また、国営塩素工場（SOACHLORE）の廃水処理層堆積物から 10万 pp超の水銀が検

出されている。同社に対しては問題を指摘済みであるが、工程を改善する資金がない。

閉鎖するよう DEWAからアルジェ県知事に提言したが、同社が県内で唯一の塩素関連工

場であるため閉鎖命令は出されていない。同社は罰金を払いながら操業を継続している。 

 DEWAでは、アルジェ県内の環境問題のうち、最重要事項は、排水管理だと考えてい

る（ほとんどの工場内に排水処理施設がない）。 

 汚染状況17としては、OEHと支流のスマール川で水銀汚染が深刻化しており、OEHと

支流のスマール川で砒素（As）、クロム（Cr）、カドミウム（Cd）、鉛（Pb）、銅（Cu）と

マンガン（Mn）の汚染も確認されている。 

２）家庭排水 

 流域の居住人口 120 万人の排水が流入している。11 万 5,000m
3
/日の排水のなかには、

浮遊物質 10万 1,275kg、DBO6万 763kg、全窒素 1万 6,789kg、全リン 4,501kgが含まれ

ている。 

 

                             
15 指定がない場合、下記の情報は「アルジェリアの沿岸：沿岸開発計画（CAP）」報告書を参照した。本報告書は、アルジェ
リア政府国土整備環境省、UNEP、地中海行動計画（PAM）によって作成されたものである。 

16 アルジェリア環境モニタリングキャパシティ・ディベロップメントプロジェクト実施協議調査報告書。 

http://lvzopac.jica.go.jp/external/library?func=function.opacsch.mmdsp&view=view.opacsch.mmindex&shoshisbt=1&shoshino=00001

68285&volno=0000000000&filename=11819604_01.pdf&seqno=1 
17 吉田充夫国際協力専門員論文 http://home.att.ne.jp/sea/myoshida/paper/Yoshida2005ONEDD-ElHarrach.pdf 
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２－５ ドナーの協力 

２－５－１ JICAによる協力 

 2004年のブーテフリカ大統領訪日時に、アルジェリアに対する援助重点分野のひとつとして

環境分野が確認されている。JICAでは、アルジェリアについての国別援助実施方針は作成され

ていないが、環境分野を重点分野とすることにしている〔2006年 6月にプロジェクト形成調査

（当時）を実施済み〕。主要な協力の概要は下記のとおりである。 

 

（１）「環境モニタリングキャパシティ・ディベロップメントプロジェクト」 

 ONEDDを C/Pとし、2005年 12月 1 日～2008 年 11月 30日までの 3年間、イーアンド

イーソリューションズ株式会社との業務実施契約（成果 1～8の部分）により実施した。 

 成果 9については、JICAが国際協力専門員等の短期専門家を派遣し直営で実施しており、

2007年 7月には、環境基準策定支援ワークショップ（3日間）、環境基準策定支援セミナー

（1日間）を、2008年 4月にはワークショップ（EIA、モニタリング）（2日間）、環境基準

策定支援セミナー（2日間）を開催した。 

 

プロジェクト概要 

【上位目標】 

1. ONEDDが、CRLを中心とした環境モニタリングシステムを構築する。 

2. 国家環境保護政策が推進され、対策が提言される。 

3. プロジェクトエリアにおける公害・環境汚染に対する対策が展開される。 

【プロジェクト目標】 

ONEDD/CRLの環境モニタリング（水、土壌分野）に関するキャパシティが強化される。

【成果１】 

質の高い業務を保証するためのラボの管理体制が確立される。 

【成果 2】 

フィールド調査及び試料採取・管理に関する技術と知識が獲得される。 

【成果 3】 

環境有機化学分析に関する技術と知識が獲得される。 

【成果 4】 

環境無機化学分析に関する技術と知識が獲得される。 

【成果 5】 

環境微生物分析に関する技術と知識が獲得される。 

【成果 6】 

CRL のデータベース（ラボ・データベース）開発及び管理に関する技術と知識が獲得さ

れる。 

【成果 7】 

得られたデータを基に、総合解析、環境評価及び提言を行うための技術と知識が獲得され

る。 
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【成果 8】 

汚染除去及び浄化に関する技術的知識が獲得される。 

【成果 9】 

環境基準及び汚染除去・浄化に関する体制についての知識が獲得される。 

 

（２）国別研修「アルジェリア工業及び都市環境管理」 

 2003～2008 年度のうち 5 回実施。毎年、財団法人北九州国際技術協力協会（KITA）の

協力の下、10名を約 1ヵ月間招聘し、産業廃棄物管理、クリーナープロダクション、環境

モニタリング、産業環境管理等毎年テーマをかえて実施した。 

 

（３）その他 

１）短期専門家（環境汚染調査）派遣（2004年 1月）  

 人の派遣を伴う技術協力の再開第 1号として短期専門家を派遣し、オンサイト水質分

析技術の指導、流域の水質調査、水銀汚染についての報告セミナーを実施した。 

２）短期専門家（環境汚染、廃棄物処理分析）派遣（2005年 3～4月） 

 ONEDD/CRL に対し、重金属汚染調査分析法の技術指導を実施した。併せて開催した

公開国内セミナーは新聞・テレビ・ラジオにて報道され大きな反響を呼んだ。 

 

 上記のほか、各種調査団派遣時に、調査団員（国際協力専門員）により、底質サンプ

リング技術の指導、水質調査結果の報告セミナーの開催等の技術移転を実施している。 

 

２－５－２ 他ドナーによる協力 

 水質管理あるいは環境（特に水質）モニタリングに関連するドナーの活動は下記のとおりで

ある。 

 なお、水資源管理、上下水道分野においては、世界銀行〔上下水道改修プロジェクト（Water 

Supply and Sewerage Rehabilitation Project）18、1994～2003 年〕、GTZ〔総合水管理プログラム

（Integrated water management programme）19、2003～2011年〕、ベルギー政府による支援（「水供

給と衛生」分野で 2003年以降 9件20）等、多数の協力が実施されている。 

 

（１）UNEP〔UNEP MAP（Mediterranean Action Plan）〕 

１）プロジェクト名 

 地中海域汚染管理評価プログラム フェーズⅣモニタリング活動21
 

                             
18 http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK=228424&Projectid= 

P004974 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK=64187510

&searchMenuPK=64187283&siteName=WDS&entityID=000160016_20040708124155 
19 http://www.gtz.de/en/weltweit/maghreb-naher-osten/algerien/7594.htm 
20 Accessible Information on Development Activities 

http://aida.developmentgateway.org/SearchRouter.do?frame=1&sectorSelected=8200&countrySelected=DZA&count=1&SearchPrompt

=N&type=Simple&sortBy=iso3&countrySelectedValues=Algeria&sectorSelectedValues=Water%20Supply%20and%20Sanitation 
21 http://195.97.36.231/acrobatfiles/07WG320_12_eng.pdf 
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 MED POL（The Programme for the Assessment and Control of Pollution in the Mediterranean 

Region）Phase Ⅳ Programme 

２）実施期間 

 フェーズⅠ 1975～1980、フェーズⅡ 1981～1995、フェーズⅢ 1996～2005、フェーズ

Ⅳ2006～2013 

３）アルジェリア側 C/P名 

 オラン地方研究所（Direction de l’environnement Oran）22（上位機関として MATET） 

４）目 的 

① ホットスポット（地中海沿岸に 131ヵ所23）を含めた沿岸の環境状況の定期的評価 

② 方針・対策の効果を評価するための、特定汚染物質の経時的な傾向の把握 

③ 各国・国際的な規制の遵守状況を確認する手段としての汚染物質管理の促進 

５）活動概要 

 フェーズⅣの基本的な活動はフェーズⅢまでと同様である。評価の側面では、傾向監

視（trend monitoring）、生物影響モニタリング（biological effects monitoring）、汚染源と汚

染負荷量の測定を行う。管理の観点からは、各国政府の定めた行動計画、プログラム、

対策の効果を継続的にモニタリングする。評価及び管理活動は、戦略的行動計画

（Strategic Action Programme : SAP）、地中海陸上起因汚染防止議定書（Protocol for the 

Prevention of Mediterranean Sea against Pollution from Land-Based Sources : LBS）、投棄防止

条約、有害廃棄物条約等の関連条約に沿って行われている。 

 

（２）EU、EIB（European Investment Bank）、UNDP、スイス、フィンランド、世界銀行 

１）プロジェクト名 

 地中海環境技術支援プログラム（The Mediterranean Environmental Technical Assistance 

Program：METAP）24 

２）実施期間 

 1990～2005年（4フェーズ） 

３）アルジェリア側 C/P名 

 － 

４）目的フェーズⅣ（2000～2005年） 

 特定の地域の環境管理活動における受益国のプロジェクト準備への支援とキャパシ

ティの強化（重点項目 1：水質、廃水と沿岸管理、重点項目 2：都市と有害廃棄物管理、

重点項目 3：政策と法律） 

５）活動概要 

 本プログラムは、地中海沿岸の 13ヵ国に対する上記のドナーが支援を行うものである。

アルジェリアでは、METAP等によって「PNAE-DD」の作成支援がなされ、結果として、

アルジェリア政府は EIA 部署を設置した。また、METAP の一環で、有害廃棄物管理技

術に関する研究と、アルジェリア北部の健康影響評価に関する研究が実施され、産業汚

                             
22 http://195.97.36.231/medpol/index.asp?doc=monitoring.htm 
23 http://195.97.36.231/acrobatfiles/07WG316_4_eng.pdf 
24 http://siteresources.worldbank.org/EXTGLOREGPARPRO/Resources/METAP_Eval_Report.pdf 
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染管理への資金協力（世界銀行、EIB）につながった。さらに、METAP は NGO の強化

と、環境意識を高める支援を行った。F/S の結果に基づき、IBRD、EIB が借款（オラン

の水供給と下水施設の改修）を行った。 

 

（３）EU 

１）プロジェクト名 

 水資源セクター支援プログラム（Unité d'Appui au Programme du Secteur de l'Eau）25 

２）実施期間 

 2006～2010年 

３）アルジェリア側 C/P名 

 水資源省（Ministère des Ressources en Eau） 

４）目 的 

① 顧客の水供給満足度の保持 

② 水セクターイメージの向上 

③ 関連機関の水資源管理適性の改善と節水・水資源と環境の安全保護 

５）活動概要 

 本プロジェクトは、①国家水計画の支援、②制度的、法的、財政的及び人間的な情報

枠組み、③保守維持管理の強化、により構成されている。③のコンポーネントとして、

オラン、コンスタンティーヌ、アルジェ、ブリダのラボの分析能力の強化が含まれ、有

機・無機微量汚染物質の分析機材の供与（Equipment de laboratories d’analyse de 

micro-polluants et d’analyse physicochimique）が行われている26（具体的な機材名について

の情報なし）。 

 本プロジェクトの運営は、入札により、SAFEGE（仏）、GIDE LOYRETE NOUEL（仏）、

WYG Group（英）が選定されコンソーシアムを組んであたっている。 

 

（４）フランス政府（French Ministry of Foreign Affairs） 

１）プロジェクト名 

 河川流域機関の強化（Consolidation of River Basin Agencies）27 

２）実施期間 

 1999～2006年 

３）アルジェリア側 C/P名 

 水資源省（Ministère des Ressources en Eau） 

４）目 的 

 河川流域機関の能力強化 

５）活動概要 

 1996年、アルジェリアの新しい水政策の策組のなかで、5つの流域機関が設立された

（ Oran-Chott-Chergui 、 Algiers-Honda-Soumman 、 Constantinois-Mellegue-Seybousse 、

                             
25 http://www.uap-mre.com/ 
26 http://appel-d-offre.dgmarket.com/eproc/np-notice.do?noticeId=2243828 
27 http://www.oieau.fr/IMG/article_PDF/article_1192.pdf 
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Cheliff-Zahrez、Sahara）。本プロジェクトでは、これらの流域機関の能力強化をめざし、

1999～2001年までは、フランスのNPO である IOWaterとフランス水資源庁（French Water 

Agency）の協力で業務管理や水質モニタリングに関する訓練、2002年はアルジェリア流

域スキームを施行するための訓練、2003年は現場作業に重点を置いた訓練が実施された。

また、2005年と 2006年は、2005年 7月にアルジェリア財政法（Algerian Financial Law）

によって、公共用水域からの水の直接利用に対する課税徴収業務が流域機関に委託され

たことを受け、IOWater とセーヌ・ノルマンディ水資源機関（Seine-Normandy Water 

Agency：フランスの機関）の協力で、新しい財政的なツールの開発とキャパシティ強化

に向けた技術支援が行われた。 

 

（５）GTZ 

１）プロジェクト名 

 環境管理のためのアルジェリア-ドイツプログラム（Algerian-German programme for 

environmental management）28 

２）実施期間 

 2001～2010年（2009年よりフェーズⅢが開始） 

３）アルジェリア側 C/P名 

 MATET 

４）目 的 

 国家レベル及び地域レベルでの環境保全に関する各アクターが、合理的な資源の活用

と汚染の削減に向けて、より効率的に戦略と保全政策を実施する。 

５）活動概要 

 GTZは、1986年、オラン、コンスタンティーヌにおけるラボの立上げを支援した。1988

～1991 年は、JICA と同様にラボの CD の実施、CRL ではオマール氏、ラクダリ氏等、

職員のトレーニングを行っている。2000～2004年までは ONEDD等関連機関の立上げを

支援している。本プロジェクトのフェーズⅡでは、MATETを中心的な C/Pとし、戦略、

法制度、行動計画の策定を支援し、MATET の職員に対する政令等の作成能力の向上を

行った。 

 2009 年より開始されるフェーズⅢでは、フェーズⅠ、Ⅱの協力の評価を踏まえアプ

ローチを変更する。フェーズⅢでは、上流から下流までを包含し、マクロ、メゾ、ミク

ロの各レベルで C/Pを配置して CDを図る予定である。フェーズⅢのテーマとして、①

環境情報の整備（ONEDDも関与）、②固形廃棄物の持続可能な管理、③産業界との関係

強化、④市民社会とのコミュニケーションの 4 つがあげられるが、①と③で JICA と連

携できる可能性が高い。詳細な計画立案のためのワークショップを開催予定である。 

 

                             
28 http://www.gtz.de/en/weltweit/maghreb-naher-osten/algerien/6308.htm  
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（６）ベルギー政府29 

１）プロジェクト名 

 マザフラン川総合水管理プロジェクト〔Programme d’appui a une gestion rationnelle et 

integree des ressources en eau (GIRE) du bassin hydraulique de l’oued de Mazafran〕 

２）実施期間 

 2003～2007年 

３）アルジェリア側 C/P名 

 水資源省（ADE）の DEAH（Direction des etudes and facilities） 

４）目 的 

 マザフラン流域の水資源の総合的合理的管理支援 

５）協力概要 

 水資源の総合管理を実施する具体的アクションの実施。例えば、飲料水と農業水の需

要に応える十分な供給、効率的な資源管理（漏水補修、盗水、水路網の改修、公衆衛生

の効率的管理を通した、現存資源のよりよい保全、廃水再利用のための政策策定、中央

と地方の研究、計画・モニタリング・管理におけるキャパシティ強化、職業の創出、郊

外地域の社会経済や貧困削減への貢献等。予算は 500万ユーロ。 

                             
29 JICA「アルジェリア環境分野要請背景調査団帰国報告」（2004年 10月）。 

“LA COOPERATION TECHNIQUE BELGE EN ALGERIE (2007)”http://www.btcctb.org/doc/UPL_2007010517392916871.pdf 

“BCTCTB:Belgian Development Cooperation Agency” http://www.btcctb.org/showpage.asp?iPageID=1820 

“OECD. Stat Extracts” http://stats.oecd.org/WBOS/Index.aspx?DatasetCode=CRSNEW 
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第３章 現地調査結果概要 

 

 2009年 3月 8～20日にかけて実施した詳細計画策定調査（現地調査）では、アルジェリア側関

係機関とプロジェクトの内容、実施体制等についての合意を得、協議議事録（M/M）に署名を行っ

た。JICA本部の承認後、現地援助調整専門家を介したやりとりを通じて、2009年 4月 28日に討

議議事録（R/D）の署名を行った。 

 現地調査時の個別事項の調査結果については下記のとおりである。 

 

３－１ 前プロジェクトによる提言の実施状況、移転技術の定着状況 

（１）提言内容については「2009年国立持続的開発・環境観測所（ONEDD）活動計画」に盛り

込まれており、3月 15日に実施された ONEDD理事会でも報告されている。ONEDD本部と

アルジエ中央地方研究所（CRL）のコミュニケーション改善、ラボ環境の整備等、複数の提

言が既に実行に移されており、提言に対する積極的な取り組みが確認できた。実行に移され

ていない提言のうちいくつかの技術的な内容については本プロジェクトで対応する予定であ

る。 

（２）移転技術については、中心的なカウンターパート（C/P）の休職等の理由により、有機化

学分析が十分に定着できていないことが確認された。その他、サンプリング、一般項目の分

析、無機化学分析〔蛍光 X 線分析装置（XRF）を除く〕、微生物分析については大きな問題

はなかった。これは、おおむね前プロジェクトの終了時評価による個別評価結果と一致する

ものであった。 

 

３－２ アルジェリア政府の環境管理分野の方向性、ニーズ 

 主要な関係機関である国土整備・環境・観光省（MATET）、ONEDD、アルジェ県環境局（DEWA）、

ブリダ県環境局（DEWB）に環境管理分野の方向性、現地のニーズを確認した。 

 アルジェリア政府は、10ヵ年計画である「持続的開発のための国家環境行動計画（NAPE-SD）」

に基づき、優先プログラムを設定し取り組みを行っている。プロジェクトの関連では、エルハラ

シュ川（OEH）、セイブース川、シェリフ川等 3 河川に対する総合的汚染対策プログラム

（“Depollution Programs”と呼ばれている）、全国沿岸水質モニタリングプログラム、全国環境モ

ニタリングネットワーク構築プログラムが確認できた。なお、3 河川に対する総合的汚染対策プ

ログラムについては、既に MATETにより、入札手続きが進められ、MATET次官によれば、年内

に各プログラム・マネージャーがコンサルタントから採用される予定であるとのことであった。

なお、この 3つの総合的汚染対策プログラムは、マスタープラン策定、汚染源対策、汚染修復・

浄化を含む大規模なものであるが、当面はマスタープラン（計画）の策定から着手し、その計画

に基づき、段階的に汚染源対策、汚染修復・浄化を中長期的に取り組むものとされている。基本

的には民間（海外業者を含む）に業務委託する方向であり、そのための資金はすべてアルジェリ

アの自己資金（PPPと Depollution Fund）によって賄うとのことである。外国からの借款は考えて

いない（対策に関する資金ニーズはない）。 

 ONEDD はこの前提である信頼できる環境モニタリング情報の提供と対策に関する提言が期待

されており、MATETは各プログラムの管理を行うことになる。MATET次官によれば、こうした

プログラムの実施にあたって必要に応じて JICA からの技術的助言が得られればありがたい、と



 

- 25 - 

のことであった（アドバイザー型専門家のニーズ）。なお、既に 2005年段階で、OEH汚染対策工

事に関する技術仕様に関して、JICA専門家（当時）が助言を行っており、それに基づく部分的な

改善工事（河川浚渫、河川敷改善、下水処理場改善）が実施されている。 

 また、MATET 次官及び ONEDD 所長によれば、機材（ハード）供与というよりは技術（ソフ

ト）移転が、特に JICA に期待するものであること、フェーズⅡにおいてもその点を重視してほ

しいこと、本邦研修を含むトレーニングによる人材育成を継続してほしいことが、述べられた（人

材育成と研修のニーズ）。 

 

３－３ プロジェクト関係機関の役割分担及び既存のキャパシティの確認 

 OEHの排水モニタリングを担う ONEDD/CRL、DEWA、DEWBを中心に簡易キャパシティ・ア

セスメント（CA）を実施した。CRL については、前プロジェクト終了後も企業からの委託分析

件数が増加するなど、無機化学分析を中心に信頼できる公的分析機関としての地位を確立しつつ

ある。また、産業界にも PPPの考え方に基づく自主的な公害防止の考え方が少しずつ浸透してき

ていることがうかがえる。DEWA、DEWBとも企業に対する査察を行い汚染源に対する行政指導

を行ってきているが、ONEDD との連携はまだ緒についたばかりであり、CRL による排水モニタ

リング結果の活用が必ずしも十分に行政指導に生かされてはいない。 

 各役割別の MATET、ONEDD、DEWA、DEWBに対する簡易 CA結果は以下のとおりである。 

 

CA 環境行政上の役割 担当組織／支援ドナー 

現状把握 

 モニタリング（一般環境、排水） ONEDD、県環境局／JICA 

○ CRLによるアルジェ県内の OEHの汚染把握 

× ①県環境局との連携、②OEHの汚染把握が限定的、③他の地方研究所、観測所の能力不足

 分 析 ONEDD／JICA 

○ CRL による基礎的な分析技術の獲得、CRL に対する認知と信頼度の向上、大手企業から

の自主モニタリング・分析委託件数の増加 

× ①精度管理が不十分、②上級分析技術が未獲得のため分析できない項目がある、③モニタ

リング、分析に関する ONEDDと県環境局の間の契約（役割分担、経費負担等）の不備 

 総合解析 ONEDD／JICA 

○ CRLは解析の基礎知識を習得 

× 現時点では「基準を超過しているか否か」を判断できるレベルであり、総合解析と提言力

は不十分 

 査察、立ち入り検査 県環境局／なし 

○ ①DEWA、DEWBは排出者インベントリーを作成済み、②特に DEWAは活発に活動 

× 排水モニタリング結果に基づく査察、立入検査実績は一部大規模工場に限られ、他は書類

審査中心 

現状把握に基づくアクション 

 規制・執行 MATET、県環境局／なし 

○ DEWA、DEWB による排水課徴金の徴収、フォーラム開催、工場に対する改善命令実績
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あり 

× 汚染源を必ずしもすべて特定できていない（農業汚染等） 

 政策、公害対策計画立案 MATET／ドイツ技術協力公社（GTZ） 

○ NAPE-SD、各種プログラムの策定 

× 「3河川に対する汚染対策プログラム」等順調に実施できていないものがある（実施能力

の問題） 

 法制度整備 MATET／GTZ、JICA 

○ ①環境関連法 8件、②2006年 6月以降、排水課徴金等 3つの関連政令の制定 

× 水質一般環境基準の未整備、産業別排水基準確認項目のアップデートが不十分 

 公害対策実施 汚染者／なし 

○ ①企業による自主的モニタリングの強化、②Depollution fundによる工程改善支援 

× 取り組みが不十分である企業が多いと予想されるが、実態が不透明 

 意識啓発 MATET／GTZ、JICA（間接的） 

○ 2005年以来の OEH汚染に関するセミナー・報道を契機とした公害問題に関する世論 

学童による下水処理施設の見学等の環境教育への取り組みの開始 

× 一般的に市民の環境に対する意識は必ずしも高くない 

 

３－４ プロジェクトの基本計画 

 以下の内容のプロジェクトについて合意を得た。詳細は付属資料 1「M/M」及び付属資料 3「和

文 PDM」参照。 

３－４－１ プロジェクト名 

 ONEDD とともに、要請時のプロジェクト名も含め複数の候補について検討を行った結果、

以下のとおり名称を変更することとした。 

 

（１）採択時名称 

１）英文名称  

 Environmental pollution improvement 

２）和文名称 

 環境汚染改善 

 

（２）変更名称 

１）英文名称 

 The Project for Capacity Development of Environmental Monitoring (PhaseⅡ)  

２）和文名称 

 環境モニタリングキャパシティ・ディベロップメントプロジェクト（フェーズⅡ） 

 

３－４－２ 実施期間 

 3年間〔ラマダン終了後（9月 28日頃以降）開始予定〕 
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３－４－３ プロジェクト関係機関 

（１）C/P 

 ONEDD 

（２）協力機関 

 DEWA、DEWB 

（３）支援機関 

 MATET 

 

 なお、プロジェクト運営のための合同調整委員会（JCC）を設置することとし、上記機関

（ONEDD については、本部、CRL のほか、オラン、コンスタンティーヌ地方研究所も参加）、

専門家チーム、JICA関係者が参加することとなっている。 

 

３－４－４ プロジェクトサイト 

 アルジェ県、ブリダ県、オラン県、コンスタンティーヌ県 

 なお、排水及び一般環境＊モニタリング活動のモデルサイトとして、アルジェ県、ブリダ県

の OEH流域を設定した。 

 ＊ノンポイント汚染源に対応するため。 

 

３－４－５ プロジェクトの上位目標 

 ONEDD が、国家環境政策に基づき、CRL を中心とする地方研究所及び観測所からなる環境

モニタリングシステムを構築する。 

 

３－４－６ プロジェクト目標 

 公害査察、エンフォースメント、環境保全を含む環境管理に必要とされる、ONEDD の環境

情報提供能力が強化される。 

 

３－４－７ アウトプット及び活動 

（１）アウトプット 1 

 CRLが機器分析〔ガスクロマトグラフ質量分析器（GCMS）、フーリエ変換赤外分光光度

計（FTIR）、XRF〕の上級分析技術を獲得する。 

 

活 動： 

１）専門家チーム（JET）と CRLは、GCMS、FTIR、XRFに関するキャパシティのベー

スラインを評価する 

２）JETは CRLに対し、GCMSを用いた揮発性有機化学物質分析法の上級技術を移転す

る 

３）JET は CRL に対し、FTIR を用いた不揮発性有機化学物質分析法の上級技術を移転

する 

４）JETは CRLに対し、XRFを用いた元素分析法の上級技術を移転する 

５）JETと CRLは、GCMS、FTIR、XRF分析法の上級技術に関する標準操作手順書（SOP）
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を作成する 

 

（２）アウトプット 2 

 モデルサイトでの環境モニタリングの実践を通じて CRL の環境モニタリング能力が質

的に向上する。 

 

活 動： 

１）CRLと JETは、DEWA、DEWBと協力してモデルサイトの汚染源インベントリーを

作成する 

２）CRLと JETは、モデルサイトの総合的な環境モニタリング計画（排水モニタリング

を含む）を立案する 

３）CRLは JETの指導の下、DEWA、DEWBとともに汚染源における排水モニタリング

を実施する 

４）CRLは JETの指導の下、得られた試料の分析を行う 

５）CRLは JETの指導の下、モデルサイトのモニタリング結果の総合解析とリスク評価

を行う 

６）CRLは JETの指導の下、総合解析結果を報告し DEWA、DEWB及び MATETに対し

提言を行う 

 

（３）アウトプット３ 

 CRLの分析精度管理能力が向上する。 

 

活 動： 

１）JETと CRLは分析精度管理に係る課題を抽出する 

２）JETは CRLに対し、分析精度管理方法を指導する 

３）CRLは JETの指導の下、精度管理体制を整備する 

 

（４）アウトプット４ 

 CRLのもつ環境モニタリング技術が他の ONEDD地方研究所、観測所等関係機関に普及

される。 

 

活 動： 

１）JETは、ONEDD内の研修システムを検証し、改善の方向性を提言する 

２）ONEDDは JETの支援の下、地方研究所に対する支援計画を立案する 

３）ONEDDは JETの支援の下、地方研究所に対する研修を実施する 

４）ONEDD と JET は、ONEDD-MATET-JICA 合同セミナー及びワークショップを定期

開催する 
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３－４－８ 投 入 

（１）日本側 

１）短期専門家 

 総括/環境管理（総合解析、リスク評価、ラボ管理）、GCMS、FTIR、XRF、精度管理、

セミナー講師（JICA国際協力専門員を含む）の 6分野について派遣。 

２）FTIRのデータライブラリー 

３）GCMS、FTIR、XRFの標準物質 

 

（２）アルジェリア側 

１）C/Pの配置 

２）建物、施設 

３）JET執務室 

４）水光熱費、通信費、備品 

５）分析のための化学物質、試薬 

６）アルジェリア側活動に関する経費 

 

３－５ プロジェクトに対する事前評価 

 評価 5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）について、下記のとおり評

価を行った。 

 

３－５－１ 妥当性 

 本プロジェクトは以下の理由から妥当性が高いと判断できる。 

１）NAPE-SDにて環境モニタリングが優先課題のひとつにかかげられていること、アルジェ

リア政府が取り組んでいる、3 河川に対する総合的汚染対策プログラム、全国沿岸水質モ

ニタリングプログラム、全国環境モニタリングネットワーク構築プログラムとの整合性が

あることより、本プロジェクトはアルジェリア政府の政策に合致している。 

２）C/P である ONEDD は適切な環境管理の前提となる環境情報の提供を担っており、ONEDD

の能力強化が、環境行政上の各アクションの改善につながることから、ターゲットグルー

プの選定は適切である。 

３）わが国の方針としては、2004年のブーテフリカ大統領訪日時に、援助重点分野のひとつ

として環境分野が確認されており、JICAでは、アルジェリアについての国別援助実施方針

は作成されていないが、環境分野を重点分野とすることにしている。 

４）環境管理分野は、過去の日本の公害対策経験を十分に活用できる。 

 

３－５－２ 有効性 

 本プロジェクトは以下の理由から有効性が見込める。 

１）本プロジェクトは環境情報提供能力の強化を目的とするものであるが、2 県にまたがる

モニタリングの実施、他の地方研究所、観測所に対する技術移転の実施により、環境情報

の全国レベルでの量的拡大が見込まれる。また、上級分析技術の獲得及び分析精度管理能

力の向上により、環境情報の質の向上が期待できる。 
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２）多様な顧客からのモニタリング依頼への対応、公害関連情報の公表数、排水モニタリン

グ件数はいずれも測定可能なものであり、プロジェクト目標の設定は明確である。 

３）プロジェクト目標である環境情報提供能力の強化において核となる、「環境モニタリング

情報を環境管理行政に実際に生かすための総合解析や提言能力獲得」をアウトプット４と

して明確に位置づけおり、目標達成に有効なデザインとなっている。 

 

３－５－３ 効率性 

 本プロジェクトは以下の理由から効率的な実施が見込まれる。 

１）実施済み案件（「アルジェリア環境モニタリングキャパシティ・ディベロップメント」）

にて環境モニタリングの基礎能力は習得されており、上級分析技術、精度管理手法を習得

する素地はできている。 

２）実施済み案件で能力向上を図った CRL職員を、他の地方研究所等への技術移転のための

講師として活用することにより、CRL、他の地方研究所・観測所双方の能力向上が期待で

きる。 

３）GTZは 2009～2011年で「統合的環境管理プロジェクトフェーズⅢ」を実施予定であり、

本プロジェクトで提供する環境情報が GTZプロジェクトにより効果的に活用され、相乗効

果を発揮することができる。 

４）アルジェリアからは年間 5～7名程度の研修員を JICAの環境管理分野の集団研修に派遣

しているが、本プロジェクト関連の研修員を優先的に派遣できるような研修員選考システ

ムを C/Pと確認したため、集団研修との連携による効果的な人材育成が可能である。 

 

３－５－４ インパクト 

 本プロジェクトのインパクトは以下のように予測できる。 

１）豊富な資源をもつアルジェリアの経済は拡大を続けているが、ONEDD をはじめとする

環境管理機関の能力向上により今後更なる産業活動の活発化による環境汚染を防止する

ことが期待できる。 

２）今後も新規観測所の開設による全国環境モニタリングシステムの構築が計画されており、

リファレンスラボともなり得る CRLの能力強化により新設研究所・観測所への支援体制が

構築できると考えられる。 

３）プロジェクト成果の公開原則が明確にうたわれており、毎年公開セミナー（環境行政の

みならず大学や NGO 等が参加）を実施する計画である。これは公衆の環境意識の啓発に

資する（インパクトを与える）ものと考えられる。 

 

３－５－５ 自立発展性 

１）組織面：ONEDDの年間活動計画に CRLの強化が記載されており、複数省庁の参加によ

る ONEDD理事会にて承認されていることより、関係機関による ONEDDに対する支援が

期待できる。 

２）財政面：排水課徴金制度の施行による影響もあり CRLに対する外部からの分析委託収入

は 2007年の 600万ディナールから 2008年の 900万ディナールに増加しており、排水モニ

タリングの強化による企業からの委託件数、委託分析料金の増加が見込まれる。これは PPP
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原則による環境管理の促進（国の財政負担の低減）につながる。 

３）技術面：本プロジェクトによる移転を予定している技術や知識はアルジェリアの現状に

即したものであり定着の見込みは高い。 

 

３－６ その他 

３－６－１ 研修員選考 

・M/Mに記載のとおり、集団研修を含め環境分野の研修員選考にあたっては、アルジェリア

側の推薦する 3名より最終的に日本側が選考する仕組みを設定し、大使館、現地援助調整

専門家に協力を依頼した。 

・2010～2012年度の集団研修候補案件の選定にあたり、プロジェクト内容に関連する環境管

理分野の研修の選定を大使館、現地援助調整専門家に依頼した。プロジェクト開始後は、

専門家チームの協力も得る予定。 

 

３－６－２ 有償資金協力事業 

 MATET、ONEDDに参考までに有償資金協力事業を紹介したが、アルジェリア外務省の意向

としては当面有償資金協力は利用しない考えであった。 

 

３－７ 団長所感 

 2009年 3月 9日から 18日の期間、標記詳細設計調査を行い、MATET及び ONEDDとの協議に

基づき本プロジェクト実施計画案に合意した。 

 本プロジェクトは、2005 年 12 月から 2008 年 11 月に実施したアルジェリア環境モニタリング

CDプロジェクト（フェーズⅠ）の第 2フェーズとして実施するものであり、そのプロジェクト・

デザインの基本的な考え方は、①フェーズⅠの成果にたって ONEDD/CRLの環境モニタリング実

施能力を重点的に強化する、②ONEDD の全国的な環境モニタリングネットワーク能力強化の展

開に資する、③アルジェ・ブリダ両県にまたがる OEH 流域をモデル地域として設定し、県環境

局と連携する OJTを通じて技術協力を推進する、というものであった。この基本的な考え方に基

づき、付属資料 3「PDM」に示される 4 つのアウトプットよりなるプロジェクト案が設計された

ものである。 

 ところで、今回は、昨年 10月にフェーズⅠ終了時評価を実施して以降、約半年を経ての調査と

なったが、アルジェリア側の自助努力によりいくつかの重要な点で CRLの能力強化上の進捗が認

められた。 

 まず、CRLに 2名の新規スタッフ（微生物及び無機化学分析分野）が雇用された。CRLの受託

分析業務が一層活発となり、ONEDD本部と CRLのコミュニケーションが緊密になった。フェー

ズⅠの供与機材はいずれも適切な維持管理がなされており、また CRLの施設整備が進みつつある

ことが確認できた。ONEDD の 2009 年度計画にフェーズⅠプロジェクトの提言事項が反映され、

強いオーナーシップが確認された。 

 しかし、引き続き課題となっている点も認められた。第一は、CRLの有機化学分析部門、総合

解析部門、精度管理部門の未熟さである。上述の①の観点では、特にこれら 3部門の上級技術獲

得及び能力向上支援に、本プロジェクトの重点を置くこととした。すなわち、個人レベル及び組

織（CRL）レベルのキャパシティ・ディベロップメント支援、ということができる。第二は、ONEDD
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の全国的な環境モニタリング能力が、まだ脆弱であるということである。これは、上述②の観点

での、西部（オラン）と東部（コンスタンティーヌ）地方研究所の強化支援を通じて取り組むこ

ととした。第三は、環境モニタリングに基づく環境管理の実践がまだ初歩的な段階にとどまって

いる、ということである。このため、上述③の観点で、県環境局との連携活動をとりわけ重視す

ることとした。以上の第二と第三の取り組みは、制度・社会のレベルのキャパシティ・ディベロッ

プメント支援、ということができる。 

 2003年に当該分野の技術協力を事実上ゼロの状態から出発して以来約 6年が経過し、今日、そ

の成果が、CRLという一研究所のレベルではあるが、実を結びつつある時期にきている。それま

で国外でしかできなかった環境モニタリング分析がアルジェリアの環境モニタリング機関自身の

手で行えるようになり、自立的な環境モニタリングが行える展望が生まれたということは、大き

な前進である。本プロジェクトでは、この成果を定着させ一層深めるとともに、広くアルジェリ

ア全体の環境モニタリング能力強化に波及させ、文字どおり「アルジェリア環境管理キャパシ

ティ・ディベロップメント」の契機となることが期待される。 
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